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サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
の
発
売
（
7
/
9
～
8
/
3
）

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
が
、
７
月
９
日
か
ら
発
売
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
収
益
金
は
、
市
町
村
へ
の
貸
付
事
業
や
市
町
村
が
行
う
地
域
振
興
等
の
事
業
の
原
資
と
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
住
民
及
び
職
員
へ
の
周
知
に
つ
い
て
、
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
30
年
度
県
市
町
村

連
携
推
進
会
議
資
料

政
策
地
域
部
市
町
村
課

平
成
６
年
（
ピ
ー
ク
）
売
上
げ
1
,4
1
9
億
円

平
成
2
7
年
売
上
げ

83
7
億
円

平
成
2
8
年
売
上
げ

75
0
億
円

平
成
2
9
年
売
上
げ

72
8
億
円

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
の
売
上
げ
の
状
況
（
全
国
）

Ｈ
６
⇒
Ｈ
29

約
69
1億
円
の
減
少
（△
48
.7
％
）

１
発
売
期
間

平
成
3
0
年
７
月
９
日
(月
)～
平
成
3
0
年
８
月
３
日
(金
)

２
最
高
賞
金

(１
)
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ

１
等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て
７
億
円

(２
)
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ

１
等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て
7
,0
0
0
万
円

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

住
民
及
び
職
員
へ
の
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
の
発
売
の
周
知
と
併
せ
て
、
業
務
を
通
じ
た
関
係
団
体
等
へ
の
周
知
等
に
御
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。そ
の
他
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「
岩
手
県
ＩＣ
Ｔ
利
活
用
推
進
計
画
（仮
称
）
」の
策
定
に
つ
い
て

○
岩
手
県
で
は
、
今
年
度
、
ＩＣ
Ｔ
の
利
活
用
を
県
全
体
で
推
進
す
る
た
め
の
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

○
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
市
町
村
を
は
じ
め
、
外
部
有
識
者
、
関
係
団
体
等
に
御
意
見
を
伺
い
ま
す
。

○
ま
た
、
計
画
の
中
で
は
、
ＩＣ
Ｔ
を
活
用
し
た
市
町
村
の
先
進
的
な
取
組
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

１
計
画
の
策
定
趣
旨

２
計
画
の
概
要
【
別
紙
参
照
】

※
国
民
が
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
と
快
適
な
生
活
環
境
の
実
現

の
た
め
、
国
や
自
治
体
、
事
業
者
が
持
っ
て
い
る
デ
ー
タ
の
適
正
か
つ
効

果
的
な
活
用
の
推
進
に
関
す
る
基
本
理
念
や
基
本
的
施
策
を
定
め
た
も

の
。

平
成
30
年
７
月
23
日

岩
手
県
政
策
地
域
部

３
計
画
の
推
進
体
制

【
本
件
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
先
】

情
報
政
策
課
地
域
情
報
化
担
当

電
話
０
１
９
－
６
２
９
－
５
３
１
３
（
直
通
）

地
域

課
題

の
解

決
や

利
便

性
の

向
上

な
ど

県
民

の
豊

か
な

暮
ら

し

に
つ

な
げ

る
こ

と
を

目
指

し
、

県
の

次
期

総
合

計
画

を
Ｉ

Ｃ
Ｔ

の
取

組
に

よ
り

下
支

え
し

、
最

新
技

術
の

動
向

に
的

確
に

対
応

し
な

が
ら

、

Ｉ
Ｃ

Ｔ
の

利
活

用
を

県
全

体
で

推
進

す
る

た
め

の
計

画
を

策
定

す
る

も
の

。

(1
) 

県
の

次
期

総
合

計
画

の
も

と
に

策
定

す
る

個
別

計
画

に
位

置
付

け
る

。

(2
) 

計
画

期
間

は
2

0
1

9
年

度
か

ら
４

年
間

。

(3
) 

官
民

デ
ー

タ
活

用
推

進
基

本
法

（
※

）
に

基
づ

く
都

道
府

県
官

民

デ
ー

タ
活

用
推

進
計

画
に

位
置

付
け

る
。
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岩
手
県

IC
T
利

活
用
推

進
計
画

（
仮
称

）
20

19
～

20
22

⑨
社

会
基

盤

① 健 康 ・ 余 暇

② 家 族 ・ 子 育 て

③ 教 育
コ ミ ュ ニ テ ィ

④ 居 住 環 境 ・

⑤ 安 全

⑥ 仕 事 ・ 収 入

⑦ 歴 史 ・ 文 化

⑧ 自 然 環 境

官 民 デ ー タ 活 用

⑩ 電 子 行 政 ・

＜
社
会
情
勢
＞

＜
ＩＣ
Ｔ
動
向
＞

・ ス マ ー ト フ ォ ン 普 及

・ 第 ４ 次 産 業 革 命

・ デ ジ タ ル ガ バ メ ン ト

・ プ ロ グ ラ ミ ン グ 教 育

・ ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン

・ ５ Ｇ

・ 人 口 減 少 （ 人 手 不 足 ）

・ 震 災 復 興

・ 新 た な 災 害 へ の 備 え

・ 中 山 間 地 域

・ 産 業 集 積

・ Ｉ Ｌ Ｃ

＜
国
の
動
向
＞

・
未
来
投
資
戦
略
2
0
1
7

・
地
域
Ｉｏ
Ｔ
実
装
推
進
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ

・
未
来
を
つ
か
む
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
戦
略

・
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法

・
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
実
行
計
画

・
教
育
の
ＩＣ
Ｔ
化
に
向
け
た
環
境
整
備
計
画

IC
T
利
活
用
推
進
で
つ
な
が
る
県
民
の
豊
か
な
く
ら
し

別
紙

＜
生
活
・
安
全
＞

＜
人
づ
く
り
＞

＜
産
業
＞

＜
環
境
整
備
＞

・
い
き
い
き
と
し
た
暮
ら
し
【
健
康
・
余
暇
】
・
安
心
な
子
育
て
【
家
族
・
子
育
て
】

・
災
害
等
の
リ
ス
ク
へ
の
備
え
【
安
全
】

・
学
び
や
ひ
と
づ
く
り
【
教
育
】

・
人
や
地
域
の
結
び
つ
き
【
居
住
環
境
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
】

・
快
適
な
日
常
生
活
【
居
住
環
境
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
】
・
豊
か
な
歴
史
や
文
化
【
歴
史
・
文
化
】

・
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
【
自
然
環
境
】
・
幸
福
の
追
求
を
支
え
る
社
会
基
盤
【
社
会
基
盤
】

・
活
力
あ
る
産
業
【
仕
事
・
収
入
】
・
多
様
な
働
き
方
【
仕
事
・
収
入
】

・
や
り
が
い
と
生
活
を
支
え
る
所
得
【
仕
事
・
収
入
】

ＩＣ
Ｔ
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資 循 第 4 3 4 号  

平成 30 年１月 31日  

 

 各市町村、関係一部事務組合 

廃棄物・リサイクル行政主管課長 

 

岩手県環境生活部資源循環推進課総括課長  

 

 

「市町村災害廃棄物処理マニュアル～策定モデル例～」について 

本県の廃棄物・リサイクル行政の推進に当たりましては、日頃から御協力を賜り、感謝申し

上げます。 

さて、県では、迅速な災害廃棄物処理に向けて、市町村によるマニュアル作成の参考とする

ため「市町村災害廃棄物処理マニュアル～策定モデル例～」を作成しましたので送付いたしま

す。 

 

記 

 

１ 「市町村災害廃棄物処理マニュアル～策定モデル例～」について 

策定モデル例の特徴は次のとおりですのでご活用くださいますようお願いいたします。 

①国の示す「市町村災害廃棄物処理計画」に該当する。 

②名称をマニュアルとしており、計画策定のような手続きは想定していない。 

③マニュアルは、必要最低限の内容としており、比較的少ない分量としている。（必要に

応じて、市町村で内容を拡充して構わない。） 

④市町村情報（連絡体制、仮置場候補地、処理先など）の追記のみで完成するものとして

いる。 

２ 作成目標期限 

市町村災害廃棄物処理マニュアル、または本マニュアルの内容を含んだ市町村災害廃棄物

処理計画を、不測の災害に対応するため、できる限り早期に策定していただきますようお願

いいたします。 

 

 

 

 【担当】資源循環担当 菊地 

電話 019-629-5367 

F A X 019-629-5369 

様 

平 成 3 0 年 ７ 月 2 3 日 

県 市 町 村 連 携 推 進 会 議 

環境生活部資源循環推進課 
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説明付き 

 
 

     

 

市町村災害廃棄物処理マニュアル 

（市町村災害廃棄物処理計画） 

 

～策定モデル例～ 

 

 

平成●●年●●月 

 

●●市●●部●●課 
  

自治体名に変更 

削除 

必要に応じて

削除 

抜粋 
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Ⅰ 発災時における廃棄物処理対応の流れ 

 

発災（地震・降雨・洪水等） 

 

初動段階（当日～数日） 

全体の主な動き 災害廃棄物処理の動き 
・災害対策本部の組織・運営 
・通信の確保 
・被害状況の収集、伝達 
・応援の受入れ 
・広報活動 
・救助・救急活動 
・避難所等、被災者の生活対策（避難所開設） 
・物資等の輸送、供給対策 
・公共インフラ被害の応急処置等 

(1)組織体制・指揮命令系統（Ｐ●） 
(2)情報収集・連絡（Ｐ●） 
 
(3)協力・支援体制（Ｐ●） 
(4)各種相談窓口の設置等（Ｐ●） 
(5)住民等への啓発・広報（Ｐ●） 
(6)仮設トイレ等し尿処理（Ｐ●） 
(7)避難所ごみ（Ｐ●） 
 

 

応急段階（数日～数週間後） 

全体の主な動き 災害廃棄物処理の動き 
・建物、宅地等の応急危険度判定 
・ボランティア活動開始 
その他、初動段階の継続 

(1)発生量・処理可能量（Ｐ●） 
(2)仮置場（場所の確保）（Ｐ●） 
(3)実行計画の作成（Ｐ●） 
(4)分別・処理・再資源化（Ｐ●） 
(5)環境対策、モニタリング（Ｐ●） 
(6)収集運搬（Ｐ●） 
(7)処理スケジュール（Ｐ●） 
(8)処理フロー（Ｐ●） 

 

復旧段階（数週間～数か月後） 

全体の主な動き 災害廃棄物処理の動き 
・避難所等、被災者の生活対策（避難所統廃合等） 
・被害認定調査、罹災証明の発行 
・仮設住宅（着工） 
・生活再建支援 
その他、応急段階の継続 

(1)損壊家屋等の解体・撤去（Ｐ●） 
(2)最終処分（Ｐ●） 
(3)適正処理が困難な廃棄物の対策（Ｐ●） 
(4)災害廃棄物処理事業の進捗管理（Ｐ●） 
(5)処理事業費の管理（Ｐ●） 

 

国庫補助申請手続き 

 

●その他 

・一般廃棄物処理施設について（Ｐ●） 

・職員への教育訓練（Ｐ●） 

・県外における過去の災害廃棄物処理対応事例（Ｐ●） 

・推計方法（Ｐ●） 

市町村情報を記載後 

ページ数を記載 
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森林経営管理法の施行及び森林環境税(仮称)等の創設について 

１ 新たな森林経営管理制度の概要      

 林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図るため、森林経営管理法（H30.

５.25成立）が、2019年度から施行される。 

① 森林所有者に適切な森林の経営管理を促すため責務を明確化 

② 森林所有者自らが森林の経営管理を実行できない場合、市町村が森林の経営管理の委託を受

けた上で、 

 ・ 林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に再委託 

 ・ 再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林については、市町村が直接管理 

【新たな森林経営管理制度（新たな森林管理システム）のイメージ】  （林野庁資料より） 

 

２ 森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税（仮称）の創設      

(1) 平成30年度与党税制改正大綱（H29.12.14公表）では、森林環境税（仮称）及び森林環境譲

与税（仮称）の創設が明記された。 

(2) 森林環境税（仮称）は、2024年度から施行される。森林環境譲与税（仮称）は、地方の固有

財源として、市町村及び都道府県に対して譲与し、新たな森林経営管理制度の創設を踏まえ、

2019年度から施行される。 

【制度設計イメージ】                      （林野庁資料より） 

 

県市町村連携推進会議 
連 絡 事 項 
平成 30 年７月 23 日 
農林水産部林業振興課 

2024 年 度 か ら 施 行  2019 年 度 か ら 施 行  
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３ 創設時の経過措置         

(1) 市町村の体制整備の進捗に伴い、譲与額が徐々に増加するよう借入額及び償還額を設定する。 

(2) 市町村が行う森林整備等を都道府県が支援・補完する役割に鑑み、都道府県に対して総額の

１割を譲与する。 

(3) なお、制度創設当初は、市町村を支援する都道府県の役割が大きいと想定されることから、

譲与割合を２割とし、段階的に１割に移行する。 

【各年度の譲与額と譲与割合及び基準】                （林野庁資料より） 

 

 

 

 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

●譲与割合 
市町村：都道府県 

80：20 
 

85：15 
 

88：12 
 

90：10 

●譲与額 市町村 160 160 160 240 240 240 340 340 340 340 440 440 440 440 540  

     都道府県 40 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  

 

 

４ 森林環境譲与税（仮称）の使途      

(1) 森林環境譲与税（仮称）は、市町村が行う間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進

や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用並びに都道府県が行う市町村による森林

整備に対する支援等に関する費用に充てることとされている。 

（ 林野庁が開催した都道府県への説明会において、近く示す予定としていた使途に関するガイ

ドラインについては、年明けの税制改正法案の提出以降になるとの説明があった。） 

(2) 国においては、譲与税という仕組みを踏まえ、法令に定める範囲で、地域の実情に応じて幅

広く弾力的に活用できるという考え方を示している。 

(3) 県及び市町村は、森林環境譲与税（仮称）の使途を公表する必要があり、来年度からの制度

の運用にむけ、使途事業の検討等が必要となる。 
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宮古・室蘭フェリー航路について 

 

１ 宮古・室蘭フェリー航路の概要 

 (1) 航路  宮古港～室蘭港（334km）     

 (2) 開設日 平成30年６月22日 

  (3) 使用船舶 シルバークイーン（1998年竣工） 

    車両積載能力：トラック69台（12ｍ車換算）、乗用車20台 

    旅客定員：600名 

 (4) 運航ダイヤ 宮古発8:00→室蘭着18:00  室蘭発20:00→宮古着翌6:00 

 

２ 宮古港フェリーターミナルへのアクセスバス 

  宮古港フェリーターミナルと宮古駅前・盛岡駅前を結ぶアクセスバスを岩手県北バスが

運行中です。 

   （乗船時）宮古駅前発6:55→宮古港フェリーターミナル着7:05 

   （降船時）宮古港フェリーターミナル発6:40→宮古駅前着6:50→盛岡駅前着9:20 

 

３ バスとフェリーがセットになったきっぷ「札幌・宮古なかよしきっぷ」 

 (1) 設定区間・運賃 

  宮古港～札幌駅前 大人片道6,800円（フェリーは２等利用） 

             子ども片道3,400円（フェリーは２等利用、６歳以上12歳未満） 

 (2) 発売箇所 

    札幌駅前出発分：札幌駅前バスターミナル道南バス窓口 

    宮古港出発分：宮古港フェリーターミナル川崎近海汽船乗船窓口 

 

 

 

 

 

平成 30 年６月 22 日（金）に、岩手県初となるフェリー航路が宮古港と北海道

室蘭港の間に開設されました。 

北海道方面への新たな交通手段として御利用いただくとともに、貴市町村発行

の広報紙等による航路ＰＲに御協力賜りますようお願いします。 

県市町村連携推進会議資料 
平成 30 年７月 23 日 
県 土 整 備 部 港 湾 課 

6 月 22 日宮古港出港前の 

シルバークイーン 

6 月 22 日フェリーターミナルでの

セレモニーの様子 

問い合わせ先 

 港湾課 今野 

  電話 019-629-5912 

  FAX  019-629-9130 
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